
令和 7年度水質検査委託仕様書 

 

 
1 水質検査対象  富士河口湖町全域上水道（船津・小立・勝山）簡易水道（河口湖簡水：大石・河口・ 
      浅川）（足和田簡水）（上九一色簡水）とする。 
 
2 水質検査項目  水質検査項目については、設計書の内訳表の内容によること。なお、大久根水源につい 

ては山梨県の水質管理項目検査対象となっているので、別添水質管理目標設定項目 
検査一覧表にある項目につき、別添検査を行うものとする。 

 
3 水質検査日程  水質検査日程について、委託者において検査計画を立て町に事前に報告し了承を 
             得ること。原水の採水については町職員立合いで実施するため、7月の採水日程に 

ついて上水道(2日間)、簡易水道（3日間）を町職員と調整を行うこと。 
 
4 水質検査条件  1) 水道法第 20条の 4項に規定する環境大臣が登録した水質検査機関であり、水質検査 

を行う区域に山梨県が含まれること。 
 

2) 環境省の外部精度管理調査において第 1 群と評価され、検査精度の確立と信頼性
が確保されている検査機関あること。 

 
5 水質検査における採  浄水に係る検体の採水は委託者が別途指示する場所において受託者が行うものとす 
  水について   る。採水にあたっては受託者が作成し町が押印した身分証明書を携帯すること。 

なお、委託者は自ら管理する車両にて採水を立ち合い補助するものとする。また、 
受託者は原水採水マニュアルを作成するものとする。 

 
6 試料の採取及び保存  試料は、採取後に速やかに試験すること。速やかに試験できない場合は、検査項目 
             ごとの適切な方法により保存し、分析開始までの時間（検査項目によっては１２時間 

以内）に検査すること。 
 
7 成果品        （1）水質検査結果報告書・・・紙ベースの結果書を調査後速やかに提出し、ホーム 
                           ページに公開するために PDFに変換した電子デー 
                           タを検査日後 20日以内に報告すること。なお、紙 
                           ベースの結果表の報告は電子データと同時でも良い 
                           ものとする。 
             （2）次年度水質検査計画・・・次年度の水質検査計画書を作成するため、過去 3年 
                           間の検査内容を分析し、水質検査項目の計画及び水 
                           質検査計画を立て令和 8年 1月末日までに水質検査 
                           計画書、水質検査内訳書、水質検査項目表等を町に 
                           提出すること。 
 
8 緊急対応       水質事故等の異常が発生した場合は、速やかに採水等の対応をする。遅くとも採水後 

翌日には水質検査結果を報告すること。また、採水時に水質異常が発見された場合には、 
直ちに町水道課まで報告するものとし、その後の対応については町と協議すること。再 
検査等については無償にて行うものとする。但し、町が水質検査項目以外の調査を依頼 
する場合は別途有償にて支払うものとする。 

 
9 守秘義務  委託者は水質調査過程にて知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないこと。又、 

個人情報については、厳密に取り扱わなければならないこと。 
 
10 その他  仕様書の各条項や事業内容の解釈について疑義を生じた時、又はこの仕様書に定め 

のない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。 


